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(57)【要約】
　本発明は、医療デバイスの光形状センシング用に構成
された光ファイバを有する介入型の細長い医療デバイス
を利用する医療システムに関連する。本システムは、医
療デバイスに配置される相互作用インターフェースによ
らないユーザーによる操作のための、医療デバイスに沿
う限定された操作セクションを検出するように構成され
る検出ユニットと、操作セクションにおける医療デバイ
スの光形状センシングに基づいて、操作セクションに適
用されるユーザー操作を分析する分析ユニットであって
、分析ユニットが、操作セクションにおけるユーザー操
作を、トリガーされるイベントに関連する特定の操作と
して識別した場合、医療システムにおけるイベントをト
リガーするように構成される分析ユニットとを有する。
（選択図）図1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療デバイスの光形状センシング用に構成された光ファイバを有する介入型の細長い医
療デバイスを利用する医療システムであって：
　前記医療デバイスに配置される相互作用インターフェースによらないユーザーによる操
作のための、前記医療デバイスに沿う限定された操作セクションを検出するように構成さ
れる検出ユニット；及び
　前記操作セクションにおける前記医療デバイスの光形状センシングに基づいて、前記操
作セクションに適用されるユーザー操作を分析するように構成される分析ユニットであっ
て、前記分析ユニットが、前記操作セクションにおける前記ユーザー操作を、トリガーさ
れるイベントに関連する特定の操作として識別した場合、前記医療システムにおけるイベ
ントをトリガーするように構成される分析ユニット；
　を有する医療システム。
【請求項２】
　前記検出ユニットは、前記医療デバイスの光形状センシングに基づいて、前記操作セク
ションを検出するように構成される、請求項1に記載の医療システム。
【請求項３】
　前記検出ユニットは、前記医療デバイスに適用される特定の操作に基づいて、前記操作
セクションを検出するように構成される、請求項1に記載の医療システム。
【請求項４】
　前記特定の操作は、前記医療デバイスの長軸方向に又は長軸方向に対して横方向にずら
すこととは異なり、且つ、前記医療デバイスの長軸の周りに前記医療デバイスを回転させ
ることとは異なる操作である、請求項1に記載の医療システム。
【請求項５】
　前記特定の操作は、経時的な一連の操作の時間に基づくパターンである、請求項1に記
載の医療システム。
【請求項６】
　前記特定の操作は、前記医療デバイスの特定の形状への少なくとも1つの変形である、
請求項1に記載の医療システム。
【請求項７】
　前記特定の操作は、前記医療デバイスの少なくともひとつまみである、請求項1に記載
の医療システム。
【請求項８】
　前記特定の操作は、前記医療デバイスの少なくともひとつまみ又は変形、その後の前記
医療デバイスのストローク、その後のつまみ又は変形の解放である、請求項1に記載の医
療システム。
【請求項９】
　前記特定の操作は、特定の頻度又はリズムによる前記医療デバイスに対するタップ又は
一連のタップである、請求項1に記載の医療システム。
【請求項１０】
　前記特定の操作は、前記医療デバイス内に生じるトルク又は張力となる、請求項1に記
載の医療システム。
【請求項１１】
　前記特定の操作は、経時的な同一の又は相違する一連の単独操作を含む、請求項1に記
載の医療システム。
【請求項１２】
　前記細長い医療デバイスは、カテーテル、ガイドワイヤ又は内視鏡である、請求項1に
記載の医療システム。
【請求項１３】
　医療デバイスの光形状センシング用に構成された光ファイバを有する介入型の細長い医
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療デバイスを利用して医療システムにおけるイベントをトリガーする方法であって：
　前記医療デバイスに配置される相互作用インターフェースによらないユーザーによる操
作のために設定される、前記医療デバイスに沿う限定された操作セクションを検出するこ
と；
　前記操作セクションにおける前記医療デバイスの光形状センシングに基づいて、前記操
作セクションに適用されるユーザー操作を分析すること；及び
　前記操作セクションにおける前記ユーザー操作が、トリガーされるイベントに関連する
特定の操作として識別された場合、前記イベントをトリガーすること；
　を含む方法。
【請求項１４】
　請求項13に記載の方法をコンピュータに実行させるプログラム・コード手段を有するコ
ンピュータ・プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療デバイスの光形状センシング用に構成された光ファイバを備えた介入型
の細長い医療デバイス(an　interventional　elongated　medical　device)を利用する医
療システムに関連する。特に、本発明は、医療システムにおけるイベントをトリガーする
ために光形状センシング・ファイバが使用されることが可能な医療システムに関連する。
【背景技術】
【０００２】
　手術室は、通常、手術テーブルの側に多くのユーザー・インターフェースを有し、シス
テムの機構、撮像、可視性を制御し及び手術室内に存在するその他のパーツ又はサブシス
テムを制御する。主治医は、典型的には、両手を使って介入医療デバイスを操作し、それ
故に、彼又は彼女のためにシステムを操作するには、医療デバイスを下に置く或いは医療
スタッフの別の人に依頼しなければならない。
【０００３】
　例えば、心臓の経中隔穿刺(transseptal　puncture　of　the　heart)と呼ばれる手術
介入では、カテーテルの形態の細長い医療デバイスが、大腿部又は腕頭静脈に挿入された
後、カテーテルの先端が穿刺のための適切な位置に到達するまで、血管中を進行させられ
る。そして、医療システムにおいて引き起こされるイベントは、カテーテルの先端位置で
目印をタグ付けすることであり、それにより、経中隔ニードル(a　transseptal　needle)
がカテーテルを通って引き入れられ、目標の目印に整合させられる。目印をタグ付けする
ために、カテーテルを操作している主治医は、カテーテルを下に置く、或いは、目印のタ
グ付けを行うように手術室内の他者に依頼しなければならない。
【０００４】
　カテーテル又はガイドワイヤのような細長い介入医療デバイスを利用する場合、医療デ
バイスの三次元形状を再構築するため、特に、患者の体内に挿入され従って医師の目に見
えない医療デバイスの部分を再構築するために、光形状センシングは有用な技術である。
介入医療デバイスに組み込まれた光形状センシング・ファイバを利用する光形状センシン
グにより、医療デバイスの三次元形状が分かり、デバイスの先端に至るまで「見える(vis
ible)」ようになる。光形状センシング・ファイバは、医学的プロシジャの実況ガイダン
ス又はナビゲーションをもたらすために、広範囲に及ぶ医療デバイスに組み込まれること
が可能である。血管のナビゲーションでは、プロシジャの最中に重要な場所にターゲット
又はリングを配置することは、医師又はユーザーにとって一般的である。これらはプロシ
ジャの様々な段階で戻って来る重要なポイントとして役立ち得る。形状検出カテーテル又
はガイドワイヤでは、これらのターゲット形状又はポイントは、ユーザーによりトリガー
される場合に保存されても良い。現在、患者の身体内での適切な場所の取得は、マウスの
クリックで実行されるが、両手又はオペレータ二人を必要とし、いずれもワークフローに
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とって理想的ではない。
【０００５】
　WO2013/168056A1は、ジェスチャーを検出するデバイス、システム及び方法を開示して
いる。そのデバイス、システム及び方法は、健康管理機関で使用するジェスチャー制御シ
ステムに関する光形状センシング・デバイスを利用する。
【０００６】
　US2014/0357988　A1は、センサー・デバイスで受ける放射線量を検出するセンサー・デ
バイスを開示する。センサー・デバイスは、デバイスの長さと比較して小さな断面を有す
るフレキシブル・ボディと、フレキシブル・ボディに配置され、到来する放射線を可視光
に変換するクラッドと、フレキシブル・ボディ内に配置され且つリファレンスに対するフ
レキシブル器具の形状を判定するように構成される光形状センシング・デバイスとを有し
、光形状センシング・デバイスは、プロシジャの際に腔内構造を対応付けるために、その
構成に基づいて情報を収集するように構成される。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の課題は、ユーザーが手に持っている介入医療デバイス以外の追加的なデバイス
を操作する必要無しに、医療システムにおけるイベントをトリガーし得る医療システムを
提供することである。
【０００８】
　本発明の別の課題は、医療システムについての最小限の構造支出により、上記の課題を
達成することである。
【０００９】
　本発明の第1形態では、医療デバイスの光形状センシング用に構成された光ファイバを
有する介入型の細長い医療デバイスを利用する医療システムが提供され、本システムは：
　医療デバイスに配置される相互作用インターフェースによらないユーザーによる操作の
ための、医療デバイスに沿う限定された操作セクション(a　confined　manipulation　se
ction)を検出するように構成される検出ユニット；及び
　操作セクションにおける医療デバイスの光形状センシングに基づいて、操作セクション
に適用されるユーザー操作を分析するように構成される分析ユニットであって、分析ユニ
ットが、操作セクションにおけるユーザー操作を、トリガーされるイベントに関連する特
定の操作として識別した場合、医療システムにおけるイベントをトリガーするように構成
される分析ユニットを有する。
【００１０】
　本発明によれば、例えば、光形状センシング・ファイバが備えられるカテーテル又はガ
イドワイヤのような介入型の細長い医療デバイスは、医療システムの他のデバイス、パー
ツ又はサブ・システムを制御又は操作するために使用されることも可能である。従って、
介入型の細長い医療デバイスのユーザーは、介入型の医療デバイスを下に置く必要はなく
、デバイス、パーツ又はサブ・システムを制御又は操作するように手術室内の他者に依頼
する必要はなく、介入型の医療デバイスのユーザーは、彼自身又は彼女自身で、医療デバ
イスの限定された操作セクション内で医療デバイスを単に操作することにより、それらの
制御又は操作を実行することが可能である。これにより、手術介入のワークフローは改善
される。
【００１１】
　カテーテル、ガイドワイヤ又は内視鏡のような介入型の細長い医療デバイスを操作する
場合、操作について僅かな自由度しか使用されず、通常その自由度は、介入型の医療デバ
イスを長軸方向において進行させる又は引き戻すこと、或いは、介入型の医療デバイスを
その長軸周りに回転させることに限られる。従って、上述したものとは異なる多数の自由
度の操作が、制御操作(control　manipulation)として利用可能であり、制御操作は、医
療システムにおいてイベントをトリガーするために、例えば、医療デバイスのナビゲーシ
ョンの際に1つ以上の目印をタグ付けするため、或いは、他のデバイス又はサブ・システ
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ムを操作するために、医療デバイスに適用されることが可能である。
【００１２】
　本発明は、介入型の医療デバイスについてのこれらの追加的な自由度の操作を、医療デ
バイスにおけるイベントをトリガーするために使用できるようにする。しかしながら、計
算時間の観点から、トリガー操作の認識を簡略化するために、医療デバイスのうち限られ
た操作セクションにおける操作のみが、システムにより問われる。操作セクションは、ハ
ブ(a　hub)、スイッチ、制御ノブ等のような相互作用インターフェースを必要としない。
これは、トリガー操作が医療デバイスの外壁(シャフト)に直接的に適用されることを意味
する。従って、医療システムの構造支出は非常に少ない。
【００１３】
　医療デバイスに沿って、限定された操作セクションを検出するために、医療システムは
、医療デバイスに沿って、限定された操作セクションを検出するように構成された検出ユ
ニットを有する。
【００１４】
　検出ユニットは、後述されるように、医療デバイスに沿って、限られた操作セクション
を検出するように様々な形態で構成されることが可能である。
【００１５】
　更に、医療システムは分析ユニットを有する。分析ユニットは、操作セクションに適用
されるユーザー操作を分析するように構成される。分析は、操作セクションにおける医療
デバイスの光形状センシングに基づく。ユーザーが操作セクションに特定の操作を適用す
る場合、分析ユニットは、その特定の操作を制御操作として識別し、特定の操作に関連す
るイベントをトリガーする。
【００１６】
　医療デバイスに適用されることが可能な特定の操作については後述される。
【００１７】
　本発明の好ましい実施形態は従属請求項に規定される。
【００１８】
　好ましくは、検出ユニットは、医療デバイスの光形状センシングに基づいて、操作セク
ションを検出するように構成される。これは、医療デバイスに沿って、限定された操作セ
クションを検出するために、更なる外的な手段は一切不要であり、検出ユニットは、単に
、医療システムの光形状センシング・インフラストラクチャを利用すれば良い、という利
点を有する。
【００１９】
　更に、検出ユニットは、医療デバイスに適用される特定の操作に基づいて、操作セクシ
ョンを検出するように構成される。この形態は特に有利であり、なぜなら、検出ユニット
及び分析ユニットが単独のユニットとして実現されることが可能であり、例えば、医療シ
ステムの光形状センシング・システムにおけるソフトウェアとして実現されることが可能
である。
【００２０】
　他の実施形態では、検出ユニットは、操作セクションの外的な追跡に基づいて(例えば
、外的な放射線により)操作セクションを検出するように構成される。
【００２１】
　検出ユニットについての上記の形態は、少なくとも部分的に、医療システムの光形状セ
ンシング・インフラストラクチャに基づくことが可能であり、何らかの実施形態は、放射
線による外的な追跡のような外的な検出メカニズムに基づいている。
【００２２】
　トリガーされるイベントに関連する特定の操作は、以下の好ましい形態から構成される
又はそれらを含むことが可能である。
【００２３】
　一般に、特定の操作は、誘致なことに、医療デバイスの長軸方向に又は長軸方向に対し
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て横方向にずらすこととは異なり、且つ、医療デバイスの長軸の周りに医療デバイスを回
転させることとも異なる操作である。このように、イベントをトリガーするために使用さ
れる特定の操作は、介入の際に介入医療デバイスを操作するのに一般的な操作から、分析
者により確実に区別されることが可能であり、その一般的な操作は、医療デバイスを前進
させる、引き戻す、横にずらす又は回転させること等である。
【００２４】
　更に好ましい実施形態では、特定の操作は、経時的な一連の操作の時間に基づくパター
ンである。操作は、同じタイプのものであるとすることが可能である、異なるタイプのも
のであるとすることも可能である。経時的な一連の操作の時間に基づくパターンは、介入
において介入型の医療デバイスを操作するために使用される操作から、特定の操作を区別
する更なる改善をもたらす利点を有する。
【００２５】
　更に好ましくは、特定の操作は、医療デバイスの特定の形状への少なくとも1つの変形
である。そのような特定の形状の具体例は、S字形状、全ループ形状、半ループ形状、平
面的でない半ループ等である。
【００２６】
　更に好ましくは、特定の操作は、医療デバイスの少なくともひとつまみである。そのよ
うな操作は、単に同じ手の親指及び人差し指を使って非常に簡単に適用されることが可能
である。
【００２７】
　更に好ましくは、特定の操作は、医療デバイスの少なくともひとつまみ又は変形、その
後のストローク(a　stroke)、その後のつまみ又は変形の解放である。このように、つま
み又は変形は、イベントの開始点として使用されることが可能である一方、イベントは、
例えば医療デバイスの引き戻しのようなストロークの最中にイベントが持続され、つまみ
又は変形の解放はイベントの終点として使用されることも可能である。この実施形態の有
利な利用例は、例えば、第1位置におけるつまみ又は変形の開始から、第2位置におけるつ
まみ又は変形の解放までの、血管長の長さ測定であり、この場合において、測定される長
さはストロークの長さである。
【００２８】
　更に好ましくは、特定の操作は、特定の頻度又はリズム(又は調子)による医療デバイス
への少なくとも1回のタップ又は一連のタップである。1回又は複数回のタップは、ユーザ
ーの指により医療デバイスに非常に簡易に適用されることが可能である。
【００２９】
　更に好ましくは、特定の操作は、医療デバイス内に生じるトルク又は張力となる。更に
好ましくは、特定の操作は、相対的な手の位置の方向により与えられる、操作セクション
の始点及び終点の間の方向を算出することにより、認識されることも可能である。
【００３０】
　更に好ましくは、特定の操作は、経時的な同一の又は相違する一連の単独操作を含む。
例えば、特定の操作は、特定の形状及び少なくとも1つのピンチへの医療デバイスの一連
の変形、及び/又は、医療デバイスへの少なくとも1回のタップであるとすることが可能で
ある。
【００３１】
　好ましくは、細長い医療デバイスは、カテーテル、ガイドワイヤ又は内視鏡である。
【００３２】
　上記の実施形態は、本発明の範囲から逸脱することなく組み合わせで使用されることが
可能であることは、理解されるべきである。
【００３３】
　本発明の第2形態では、医療システムにおけるイベントをトリガーする方法が提供され
、医療システムは、医療デバイスの光形状センシング用に構成された光ファイバを有する
介入型の細長い医療デバイスを利用し、本方法は：
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　医療デバイスに配置される相互作用インターフェースによらないユーザーによる操作の
ために設定される、医療デバイスに沿う限定された操作セクションを検出すること；
　操作セクションにおける医療デバイスの光形状センシングに基づいて、操作セクション
に適用されるユーザー操作を分析すること；及び
　操作セクションにおけるユーザー操作が、トリガーされるイベントに関連する特定の操
作として識別された場合、イベントをトリガーすることを有する。
【００３４】
　本発明による方法は、本発明による医療システムと類似する及び/又は同一の利点を有
し、また、本発明による方法は、本発明による医療システム及び従属請求項に規定される
ものと類似する及び/又は同一の好ましい実施形態を有することが、理解されるべきであ
る。
【００３５】
　本発明の第3形態によれば、コンピュータ・プログラムが提供され、コンピュータ・プ
ログラムは、コンピュータ・プログラムがコンピュータで実行される場合に、第2形態に
よる方法のステップをコンピュータに実行させるプログラム・コード手段を有する。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
　これら及び本発明の他の形態は後述する実施形態から明らかになり且つ実施形態を参照
しながら説明される。
【図１】外科的な介入で使用中の医療システムを示す図。
【図２】図1の医療システムで使用されることが可能な光形状センシング・システムを示
す図。
【図２Ａ】図2の光形状センシング・システムの一部分を示す図。
【図３】図1の医療システムで使用される介入医療デバイスに施される具体的な操作の形
態を示す図。
【図４】介入医療デバイスに施される具体的な操作の別の形態を示す図。
【図５】介入医療デバイスに施される具体的な操作の別の形態を示す図。
【図６】介入医療デバイスに施される具体的な操作の別の形態を示す図。
【図７】介入医療デバイスに施される具体的な操作の別の形態を示す図。
【図８Ａ】医療デバイスに施される具体的な操作の別の形態を示す図。
【図８Ｂ】医療デバイスに施される具体的な操作の別の形態を示す図。
【図８Ｃ】医療デバイスに施される具体的な操作の別の形態を示す図。
【図９】医療デバイスに施される具体的な操作の更に別の形態を示す図。
【図１０】イベントをトリガーする方法のフローチャートを示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図1は、手術介入に使用する医療システムを、全体的に参照番号10のラベルで示す。そ
のような手術介入の具体例が以下に説明される。
【００３８】
　医療システム10は光形状センシング・ユニット12を有する。光形状センシング・ユニッ
ト12は、システムにより使用され且つシステムに接続される形状検出介入型の細長い医療
デバイス14と協働するように構成される。システム10の実施形態では、光形状センシング
・ユニット12は、形状検出介入型の細長い医療デバイス14を有する。医療デバイス14は、
カテーテル、ガイドワイヤ又は柔軟性のある内視鏡であるとすることが可能である。医療
デバイス14は、近接端部16と、遠方端部又は先端18とを有する。医療デバイス14のうちの
或るセクション20は、手術テーブル23に横たわっている患者の身体に挿入されているよう
に示されている。医療デバイス14のうちの身体内に挿入されているセクション20は、破線
で示されている。セクション20は、医療デバイス14のナビゲーション・セクションと言及
されることも可能である。医療デバイス14のうち患者の身体22の外にあるセクション24は
、実線で示されている。
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【００３９】
　光形状センシング・ユニット12は、医療デバイス14の光形状センシング用に構成される
光ファイバ26とともに協働するように更に構成される。
【００４０】
　光ファイバ26は図1に示されており、光形状センシング・コンソール28からスタートし
、医療デバイス14の内側を通って延び、医療デバイス14の遠方端部18にまで至る。
【００４１】
　図1についての説明を続ける前に、光形状センシング・ユニット12の機能及び提示され
る原理が、図2を参照しながら説明される。
【００４２】
　図2は光ファイバ26を利用する光形状センシングの可能な形態を概略的に示し、この場
合において、医療デバイス14は図2に示されていない。
【００４３】
　実際には、光ファイバ26は医療デバイスを光学的にセンシングするのに適した任意のタ
イプの光ファイバであって良い。光ファイバの具体例は、以下の例示に限定されず、例え
ば、当該技術分野で知られているようなファイバの長さ方向に沿って統合されるファイバ
・ブラッグ・グレーティング(fiber　Bragg　gratings)を組み込む柔軟性のある光学的に
透明なガラス又はプラスチック、及び、当該技術分野で知られているようなファイバの長
さ方向に沿って生じる光屈折率の変動を本来的に有する柔軟性のある光学的に透明なガラ
ス又はプラスチック(例えば、レイリー散乱に基づく光ファイバ)を含む。光ファイバ26は
、シングル・コア・ファイバ又は好ましくはマルチコア・ファイバであって良い。
【００４４】
　光形状センシング・ユニット12は、コンソール28において構成されても良いチューナブ
ル光源を利用する光周波数ドメインの反射率測定に基づくことが可能である。光源の出力
はスプリッタ32を介して進行し、スプリッタ32は、信号の一部分をリファレンス・アーム
・ファイバ34へ方向付け、信号の残りの部分を、光ファイバ干渉計のサンプル・アームを
形成する光ファイバ26へ方向付ける。光ファイバ26は、インテロゲーションされる領域又
は調査される領域(an　interrogated　area)36を照射してそこで反射される光を受信する
。調査される領域36は、この例では、遠方端部18と近接端部16との間にある医療デバイス
14内の光ファイバ26の領域であるとすることが可能である。
【００４５】
　リファレンス・アーム・ファイバ34から戻ってくる信号とサンプル・アーム光ファイバ
26から戻ってくる信号との間の干渉がフォトディテクタ38により検出される一方、単色源
(the　monochromatic　source)の波長が掃引され、リファレンス及びサンプル・アームの
経路長は一定に維持される。サンプリングされたディテクタ信号の離散フーリエ変換によ
り、軸方向反射特性が取得される。
【００４６】
　実際には、光形状センシング・コンソール28は、光ファイバ34及び26に光を送信し、光
ファイバ34及び26から反射光を受信するように構造的に構成されるシステムの任意のデバ
イスであって良い。光形状センシング・コンソール28は、光フーリエ・ドメイン反射率測
定計、及びその他の適切なエレクトロニクス/デバイス/ソフトウェアであってディテクタ
38により受信される反射スペクトルからファイバの長さ方向に沿ってファイバ26の3D形状
を再構築するものであって良い。
【００４７】
　再び図1を参照し且つ図2Aも参照すると、医療システム10は、検出ユニット40及び分析
ユニット42を有し、これらのユニットは、図2Aに示されるように、光形状センシング・コ
ンソール28に統合されていても良い。検出ユニット40及び分析ユニット42は、ソフトウェ
アで実現されることが可能であるが、ハードウェア・デバイスとして実現されることも可
能である。検出ユニット40及び分析ユニット42は、ソフトウェア又はハードウェアの形式
で或る単独のユニットとして構成されることも可能である。
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【００４８】
　検出ユニット40は、医療デバイス14に沿う限定された操作セクション44を検出するよう
に構成され、操作セクション44は、手術プロシジャの際に例えば医師であるユーザー46に
より操作されることが可能である。図1では、操作セクション44は破線48により示されて
いる。操作セクション44は、医療デバイス14のうち、患者の身体22の外側にある長さ部分
である。特に、操作セクションは、医療デバイス14に配置されるハブや制御ノブ等のよう
な相互作用インターフェースを必要とせず、操作セクションは、医療デバイス14を持って
いる彼又は彼女の手を使うことにより、簡易にイベントをトリガーするようにユーザー46
により操作される。
【００４９】
　分析ユニット42は、操作セクション44に対してユーザー46により適用され
た操作を分析するように構成される。分析は、操作セクション44における医療デバイス14
の光形状センシングに基づく。分析ユニット42が、操作セクション44に適用されるユーザ
ー操作を特定の操作として識別する場合、以下に説明される実施形態では、分析ユニット
42は医療システム10におけるイベントをトリガーする。そのようなイベントは、医療シス
テム10のコントローラ51への制御信号の送信であっても良く、例えばコントローラ51は医
療システム10の特定の動作を制御する。
【００５０】
　様々な具体的な操作が、トリガーされるべき様々なイベントに関連付けられて良いこと
が、考えられて良い。
【００５１】
　更に、ユーザーにより実行される1つの特定の操作又は複数の特定の操作は、制御ノブ
やハブのようなインターフェースによらず、単に、操作セクション44がユーザーの片手又
は両手で握られた場合に操作セクション44に作用することによって、医療デバイス14に直
接的に適用される。
【００５２】
　操作セクション44の中で医療デバイス14に配置されるインターフェースは一切無いので
、分析ユニットは、医療デバイス14に沿って、特定の操作を捜さなければならない場所を
「知っている」必要がある。従って、検出ユニット40は、医療デバイス14に沿って操作セ
クション44を認識又は検出するように提供される。
【００５３】
　検出ユニットが、限られた操作セクション44を検出するように、如何にして構成され得
るかについて幾つかの方法が存在する。
【００５４】
　好ましい方法は、医療デバイス14の光形状センシングに基づいて、操作セクション44を
検出するように検出ユニット40が構成されることである。これは、医療デバイス14に適用
される特定の操作に基づいて操作セクションを検出するように、検出ユニットが構成され
る場合に特に好ましい。
【００５５】
　このように、操作セクション44の検出に加えて、医療デバイス14に適用される特定の操
作の分析も、同じ技術に基づいて実行されることが可能である。
【００５６】
　この実施形態の背後にある洞察は、ユーザー46が介入医療デバイス14を操作する場合、
医療デバイス14を操作する際に、通常、限られた数の自由度しか存在しない、ということ
である。典型的には、ユーザー46は、身体22のターゲット・サイトの場所に遠方端部18を
配置するために、長軸方向に医療デバイス14を進行させ、医療デバイス14の長軸方向で医
療デバイス14を引き戻し、医療デバイスを横向きにずらし、及び/又は、医療デバイス14
をその長軸の周りに回転させる。従って、医療デバイス14の「通常の」操作/ナビゲーシ
ョンの際に、操作についてのより多い数の自由度は未使用のまま残っている。これらの残
っている自由度が、有利なことに、医療システム10のイベントをトリガーするために特定
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の操作として使用されることが可能である。
【００５７】
　主に、イベントをトリガーする特定の操作は、医療デバイス14の長軸方向の中で又はそ
の方向を横切るように医療デバイス14をずらすこと、及び、長軸の周りに医療デバイスを
回転させることとは異なり、且つ光形状センシングによって検出可能な任意の操作である
とすることが可能である。
【００５８】
　図3ないし9は、医療デバイス14を単にずらすこととは異なり、且つ、その長軸の周りに
医療デバイス14を回転させることとも異なる特定の操作の実施形態を示す。図3ないし9は
、医療デバイスに挿入された光ファイバ26とともに、操作セクション44の領域にある医療
デバイス14を示す。
【００５９】
　具体的には、図3ないし5は、医療デバイス14を特定の形状へ変形させたものである特定
の操作の形態を示す。図3は医療デバイス14に適用されたS字形状50を示す。図4は医療デ
バイス14に適用される半円52を示す。図5は医療デバイス14に適用される完全なループ54
を示す。S字50、半円52及び/又は全ループ形状54は、平面内にある又は平面内にはないも
のとすることが可能であり、ここで、例えばその平面は図面の紙面である。
【００６０】
　図6は、医療デバイス14に適用された特定の操作を示し、その操作は医療デバイス14の
ピンチ56(つまむこと、挟むこと)である。ピンチ56は、単に、片手の親指及び人差し指を
使うことにより適用されることが可能である。医療デバイスの即ち医療デバイス14に挿入
された光ファイバ26の特定の変形から構成される図3ないし5に示される特定の操作と同様
に、ピンチ56も、光ファイバ26における変形(strain)を生じさせ、形状センシング・コン
ソール28により検出される対応する光形状センシング信号をもたらす。
【００６１】
　図7は、医療デバイス14の特定の操作の別の形態を示し、その操作は、特定の頻度又は
リズムに従って医療デバイス14に適用される一連のタップ(a　sequence　of　taps)58で
ある。
【００６２】
　タップ58は、医療デバイス14上で1本以上の指でタップすることにより、医療デバイス1
4に適用されることが可能である。
【００６３】
　一連のタップ58は、特定の操作についてのより一般的な形式の実施形態であり、その操
作は、一般に、経時的な一連の操作の時間に基づくパターンである。経時的な一連の操作
の時間に基づくパターンは、タップの形態だけではなく、図3ないし5に示されるような変
形のシーケンスとして、図6に示されるようなピンチのシーケンスとして、変形、ピンチ
及び/又はタップの組み合わせとして、具現化されることが可能であると考えられる。
【００６４】
　医療デバイス14に適用される特定の操作は、経時的な同一の又は相違する単独操作のシ
ーケンスを含み得ること、例えば、図3ないし7に示されるもののような一連の単独操作を
含み得る、ということも考えられる。
【００６５】
　図8Aないし8Cには、経時的な一連の操作の時間に基づくパターンの別の形態が示されて
いる。図8Aは、図6に関連して既に説明されたようなピンチ56の形態における特定の操作
を示す。そして、矢印60に従うストロークが医療デバイスに適用され、そのストロークは
、ピンチ56が維持される一方、医療デバイス14を引き戻すことから成る。ピンチ56に加え
てストローク60も、同じ手で医療デバイス14に適用されることが可能である。図8Cのよう
に、例えば数センチメートルの所定のストロークの後に、ピンチ56は解放される。図8Aな
いし8Cに示されるような特定の操作は、有利なことに、ピンチ56の開始からピンチ56の解
放にかけて、患者の身体内の長さ測定に使用されることが可能であり、この場合において
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、測定される長さはストロークの長さである。
【００６６】
　図9は、医療デバイス14に適用される特定の操作の別の形態を示し、その操作は医療デ
バイス14におけるトルク又は張力を形成することから成る。更に、図9に示されるように
、操作セクション44の始点及び終点の間で方向ベクトル61が算出されることが可能であり
、算出された方向ベクトルは、相対的な手の方向の尺度であり、その尺度はイベントをト
リガーするために使用されることが可能である。
【００６７】
　図3ないし9に関して上述したような特定の操作の出現に基づいて、検出ユニット40が操
作セクション44を検出することは好ましいが、検出ユニット40は、例えば、放射線(radia
tion)のような外的な追跡手段を利用すること等のような様々な方法で操作セクション44
を検出するように構成されることも考えられる。
【００６８】
　図10は、図1の医療システム10のような医療システムでイベントをトリガーする方法の
フローチャートを示し、その医療システムは、医療デバイス14の光形状センシング用に構
成された光ファイバを備えた介入型の細長い医療デバイスを利用する。
【００６９】
　本方法はステップ62を有し、本ステップにより、限定された操作セクション44が医療デ
バイス14に沿って検出され、この場合において、操作セクションは、医療デバイス14に配
置される相互作用インターフェース無しに、ユーザーによる操作のために設定される。
【００７０】
　ステップ64において、操作は、医療デバイス14上でユーザー46により適用される。
【００７１】
　特に、適用される操作は、上述した特定の操作(図3ないし9)のうちの1つ以上であると
することが可能である。
【００７２】
　ステップ66において、ステップ64により操作セクション44に適用されたユーザー操作は
、操作セクション44における医療デバイス14の光形状センシングに基づいて分析される。
【００７３】
　ステップ68において、ステップ64による操作セクション44におけるユーザー操作が、ト
リガーされるイベントに関連付けられている特定の操作として識別された場合、イベント
がトリガーされる。
【００７４】
　ステップ62によるセクション44を検出するステップが、医療デバイス14に適用される特
定の操作の検出に基づく場合、ステップ64はステップ62に先行して実行され、それにより
、その場合の方法ステップの順序は64-62-66-68となっても良い。
【００７５】
　以下、医療システム10及び上記の方法の幾つかの利用形態が説明される。
【００７６】
　例えば、図1の医療システム10は、患者の心臓についての経中隔穿刺と呼ばれる手術プ
ロシジャで使用される。この場合、光形状センシング用に構成された光ファイバを備えた
カテーテル形式の医療デバイス14が、大腿静脈を通って導入され、医療デバイス14の遠方
端部又は先端18が心臓の穿刺の実行に適した場所に配置されるまで、進行させられる。医
療デバイス14の遠方端部18が適切に配置されると、ユーザー46は医療デバイスに特定の操
作を施し、例えば、ユーザーは医療デバイス14をダブルタップする。検出ユニット40はこ
のダブルタップに基づいて操作セクション44を検出し、分析ユニット42はそのダブルタッ
プを特定の操作として識別し、関連するイベントをトリガーし、例えば、医療デバイス14
の遠方端部18の位置に目印をタグ付けする。今や、穿刺ニードルは医療デバイス14を介し
て移動させられ、目標とされる目印に整合させることが可能である。
【００７７】
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　上記の例に類似する別の例は、心房細動の(電気生理学的な)介入の際に、切除ポイント
(an　ablation　point)をマーキングすることであり、この場合において、ユーザーは、
上記のシステム10及び方法を利用して、生体構造に切除ポイントを容易にマーキングする
ことが可能である。
【００７８】
　別の例は、血管内超音波(IVUS)診断法と呼ばれる手術プロシジャにおいて医療システム
10を利用することである。この場合、医療デバイス14は、遠方端部に超音波プローブが備
えられたIVUSカテーテルであり、その遠方端部の中に、光ファイバ26が備えられたガイド
ワイヤが挿入され、血管を通ってIVUSカテーテル14をナビゲートする。IVUSプロシジャに
おいて、医師46は、IVUSカテーテル14の引き戻し(a　pullback)の際に、一連の超音波及
び光形状センシング・データを収集することを望む。引き戻しを開始する前に、ユーザー
46は、医療デバイス14に対して小さく「曲げること(ベント)」又は「つまむこと(ピンチ)
」を適用する。ユーザー46は、デバイス14の引き戻しの際に、ユーザーが小さなベント又
はピンチを解放する引き戻しの終了まで、その小さなベント又はピンチを維持する。検出
ユニット40は、小さなベント又はピンチにより、操作セクション44を検出する。分析ユニ
ット42は、操作セクション44における小さなベント又はピンチを、イベントをトリガーす
るための特定の操作として認識し、即ち、医療デバイスの引き戻しの際に、超音波及び光
形状センシング・データ・ポイントを取得するための特定の操作として認識する。
【００７９】
　本発明は、図面及び上記の説明により詳細に説明及び記述されてきたが、そのような説
明及び記述は例示ないし模範であり、限定ではないように考えられ；本発明は開示された
実施形態に限定されない。開示された実施形態に対する他の変形は、添付の特許請求の範
囲、本開示及び図面を学ぶことにより、請求項に係る本発明を実施する当業者により理解
され達成されることが可能である。
【００８０】
　特許請求の範囲において、「有する(comprising)」という言葉は、他の要素又はステッ
プを排除しておらず、「ある(“a”　or　“an”)」という不定冠詞的な用語は複数個を
排除していない。単独の要素又は他のユニットが、特許請求の範囲に記載される複数の事
項の機能を充足しても良い。所定の複数の事項が相互に異なる従属請求項で引用されてい
るという唯それだけの事実は、それらの事項の組み合わせが有利に使用できないことを示
してはいない。
【００８１】
　本発明の一部でもあるコンピュータ・プログラムは、他のハードウェアと一緒に又はそ
の一部として供給されるソリッド・ステート媒体又は光ストレージ媒体などのような適切
な媒体に保存/分散されて良いが、インターネット又はその他の有線若しくは無線の通信
システム等により、他の形態で分散されても良い。
【００８２】
　特許請求の範囲における如何なる符号(存在する場合)も、範囲を限定するように解釈さ
れるべきでない。
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